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愛知県後期高齢者医療広域連合では、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法

律第 123 号）に基づき、「愛知県後期高齢者医療広域連合における障害者活躍推進計画」を

策定・実施しています。 

今般、障害者の雇用の促進等に関する法律第７条の３第６項の規定に基づき、障害者活躍

推進計画の実施状況を以下のとおり取りまとめたので公表します。 

 

 

 １ 評価年度 

   令和６年度 

 

２ 目標に対する達成度 

  

目   標 実   績 

① 採用に関する目標 ⑴  法定雇用率以上

とする。 

（法定雇用率2.8％） 

・実雇用率（令和６年６月１日時点） 

０％ 

・令和６年度中の任免 

  なし 

⑵ 障害者雇用に関す

る理解を促進する。 

・新任職員に対する研修 

  実施 

② 定着に関する目標 なし （令和６年度中の障害者である職員

の在籍 なし） 

 

３ 取組内容の実施状況 

⑴  障害者の活躍を推進する体制整備 

  ア 障害者の雇用の促進等に関する法律第78条に基づき、令和２年４月１日に障害

者雇用推進者として総務課長を選任し、障害者である職員の相談窓口を総務課と

した。 

  イ 新任職員に対する、障害に関する理解促進・啓発のための研修を実施した。 

⑵  障害者の活躍を推進するための環境整備等 

障害者からの要望があった場合には、事務室がある建物の所有者である愛知県国民

健康保険団体連合会に協力を得ながら、過重な負担にならない範囲で適切に実施する

よう努めているところであるが、令和６年度においては、障害者である職員の在籍が

なく、要望等がなかったため、特段の環境整備等は行わなかった。 



 ４ 「目標に対する達成度」及び「取組内容の実施状況」に対する点検結果 

    実雇用率が法定雇用率に達していないが、これは本広域連合のほとんどが愛知県

又は市町村からの派遣職員であって、当該年度に派遣された職員及び会計年度職員

に障害者がいなかったことによるものである。 

 

 ５ 計画の見直し、修正 

    令和６年度末に計画期間満了となったため、令和７年４月１日に計画の改定を行

った。 


